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法律科目試験 「民事法系」 問 題 
 
 
 
民事法系１（配点 160点） 
  
 
Ⅰ 次の事項について、その違いが分かるように、それぞれ 300 字以内で説明しなさい。 
 (1) 請負契約と、委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約し

た委任契約 
 (2) 特定財産承継遺言と遺贈 
 

 
Ⅱ Ａ女は、20 歳のときに、Ｐ男とのあいだにもうけた子であるＢを出産し、30 歳のとき

に、Ｑ男とのあいだにもうけた子であるＣを出産した。現在（2027 年 12 月 15 日であるも

のとする。）に至るまでに、ＡはＢとＣの双方と交流を保ってきたが、ＢＣ間の交流は全

く無かった。 
 この事実関係を前提として、次の問(1)及び問(2)に解答しなさい。両問は独立の問いであ

る。なお、利息及び遅延損害金について検討する必要はない。 
 
問(1) 
 Ａ女は 1975 年生まれであり、Ｃは 2005 年生まれである。Ｑは 2018 年に死亡し、Ｃは、

Ｑが所有していた甲土地を相続により承継し、相続を原因とする所有権移転登記も経てい

た。 
 Ｂは 2021 年４月１日に、弁済期を 2031 年３月 31 日として、Ｄから 1000 万円の貸付け

を受けた（以下、この貸付けによりＢがＤに対して負うことになる貸金返還債務を「本件

貸金債務」という。）。Ａは、Ｂの懇請を受けて、2021 年４月２日に、Ｃを代理して、本

件貸金債務を担保するための抵当権を甲土地に設定し、抵当権設定登記（以下、「本件登

記」という。）も同日に経由された。 
 現在である 2027 年 12 月 15 日に、ＣはＤに対して、本件登記の抹消登記手続を求める訴

えを提起した。この訴えが認められるかどうかについて、必要に応じて場合分けをして、

論じなさい。 
 
問(2) 
 Ａ女は 1945 年生まれであり、Ｃは 1975 年生まれである。Аは 2021 年３月 29 日に後見

開始の審判を受け、同日、後見人としてＣが選任され、現在もＣがАの後見人を務めてい

る。 
 Ｂは 2021 年４月１日に、弁済期を 2022 年３月 31 日として、Ｄから 300 万円の貸付けを

受けた（以下、この貸付けによりＢがＤに対して負うことになる貸金返還債務を「本件貸

金債務」という。）。Ａは、Ｂの懇請を受けて、2021 年４月２日に、本件貸金債務を主債

務とする、連帯の特約が付された保証契約（以下、「本件保証契約」という。）を、Ｄと
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のあいだで口頭で締結した。 
Ｂは現在に至るまで、本件貸金債務を消滅させる行為をしたことは一度もない。 
現在である 2027 年 12 月 15 日に、ＤはＡに対して、本件保証契約に基づいて 300 万円の

支払を求める訴えを提起した。 
 Ｃは、Ａの後見人として、Ｄの請求の全部棄却を求めたい。このとき、Ｃはどのような

法律構成によってどのような主張をすることが考えられるか（１通りとは限らない。）。

また、どのような条件がみたされればその主張が認められるかについて、主張ごとに分け

て論じなさい。 
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民事法系２（配点 80 点） 
 
 
Ⅲ 次の事項について、それぞれ 200字以内で説明しなさい。 

(1) 商法上の自助売却権 
(2) 手形割引 

 
 
Ⅳ 次の事例を読んで、後の問いに答えなさい。 
甲株式会社（以下、「甲社」と言う。）は上場会社であるところ、経営状況がよくなく、

資金繰りについて取引先等から不安視されていた。甲社の代表取締役Ａは、このような不

安を払拭するため、新株発行により資金を調達したことにしたいと考え、従来から懇意で

あったＢに、払込後すぐに払い込まれた金銭を返却するので迷惑はかけないからと述べて、

新株の引受を依頼し、Ｂはこれに同意した。甲社は、2020 年 11 月 25 日が払込期日である

Ｂを引受人とする第三者割当の新株発行を行い、総額３億円の資金を調達した。そして、

Ａは、その２日後に同資金を引き出し、これをＢに返却した。Ｂは当該引受により取得し

た新株の３分の２を市場を通じて売却している。 

 
問い 
 上記の場合に、Ｂ及び甲社関係者が会社に対して負う会社法上の責任（会社法 423 条の

任務懈怠責任は除く。）はどのようなものか、また、Ｂが本件引受により取得した甲社株

で、Ｂが現在まだ保有している株式及びＢから市場を通じて取得した者が保有する株式の

議決権の有無について述べなさい。 
 
 
Ⅴ 代表取締役が置かれる取締役会設置会社において、取締役会による代表取締役の業務

執行の監督に資するよう、会社法上講じられている措置について述べなさい。 


